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新 旧 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 計画書の記載事項の検討 

  計画書の記載事項に関して、検討する内容を定める。 

４ 計画書の記載事項の検討 

  計画書の記載事項に関して、検討する内容を定める。 

(1)～(5) （略）  (1)～(5) （略） 

(6) 計画期間（規則第３条第７項第５号） 

計画期間は、特定大規模事業者が自社の経営計画の期間等を踏まえ

て、原則として１年間又は４年間のいずれかの期間で検討して設定す

るものとする。 

ただし、計画期間を１年間又は４年間のいずれかの期間で設定する

ことが合理的ではないと判断される場合は、２年間又は３年間の期間

の設定ができることとする。 

(6) 計画期間（規則第３条第７項第５号） 

計画期間は、特定大規模事業者が自社の経営計画の期間等を踏まえ

て、原則として３年間、４年間又は５年間のいずれかの期間で検討し

て設定するものとする。 

ただし、特定大規模事業者が別に定めた地球温暖化対策に関する計

画を現に実施しており、その計画期間が３年未満で終了するなど、計

画期間を３年間、４年間又は５年間のいずれかの期間で設定すること

が合理的ではないと判断される場合は、経過措置として１年間又は２

年間の期間の設定ができることとする。 

(7)～(9) （略） (7)～(9) （略） 

５～９ （略） ５～９ （略） 

 


